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大津市議会委員会条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和７年３月25日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第49号 

   大津市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 大津市議会委員会条例（平成26年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（常任委員会の名称等） 

第２条 －略－ 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次

のとおりとする。 

 ⑴ －略－ 

⑵ 教育厚生常任委員会 10人 

ア 福祉部の所管に属する事項 

イ 健康保険部の所管に属する事項 

ウ －略－ 

⑶～⑸ －略－ 

３及び４ －略－ 

（常任委員会の名称等） 

第２条 －略－ 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次

のとおりとする。 

 ⑴ －略－ 

⑵ 教育厚生常任委員会 10人 

ア 健康福祉部の所管に属する事項 

イ こども未来部の所管に属する事項 

ウ －略－ 

⑶～⑸ －略－ 

３及び４ －略－ 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

大津市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和７年３月25日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第50号 

大津市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例 

 大津市議会議員政治倫理条例（平成23年条例第66号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

大津市議会議員政治倫理条例 

大津市議会が目指している市民に開かれた議会づ

くりは、議員と市民の揺るぎない相互の信頼関係が

あって初めて実現できるものである。 

そのためには、議員は市民の代表であることを自

覚し、市民の負託に応え得る強い使命感と自ら考え 

大津市議会議員政治倫理条例 

大津市議会が目指している市民に開かれた議会づ

くりは、議員と市民の揺るぎない相互の信頼関係が

あって初めて実現できるものである。 

そのためには、議員は市民の代表であることを自

覚し、強い使命感を持ち、政治倫理を遵守し、公明 
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る明確な政治倫理基準に基づき、公明正大な市政の

維持及び発展に努めるとともに、誇りと自信をもっ

て市政を担いつつ、説明責任を果たしていくことが

必要である。 

ここに、議員と市民との信頼関係の確立に向けこ

の条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、大津市議会議員（以下「議

員」という。）が、市民全体の代表者として、

また市民全体の奉仕者として、議員活動を行う

際に遵守すべき政治倫理に関する基本となる事

項について定めるとともに、議員が市民から信

頼を得る基盤を作り、公正で民主的な市政の発

展に寄与することを目的とする。 

（審査の請求） 

第４条 －略－ 

２ －略－ 

３ 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係

る行為のあった日から起算して１年以内に行われ

なければならない。ただし、特別な事情があると

認められるときは、この限りでない。 

（審査会の設置等） 

第５条 －略－ 

２ －略－ 

３ 議長は、前項の規定により審査会を設置したと

きは、速やかに前条の規定により審査の請求を行

った者（以下「審査請求者」という。）及び審査

の対象となった議員（以下「審査対象議員」とい

う。）に対し、その旨を通知するものとする。 

４～11 －略－ 

（審査会の運営） 

第６条 －略－ 

２及び３ －略－ 

４ 審査会は、第３条の規定に違反する行為があっ

たと認められる審査対象議員について、議員辞職

の勧告、役職辞任の勧告、文書による警告又は議

会への出席停止のいずれかの措置を講ずるよう求

める旨の決定をしようとするときは、出席委員の

３分の２以上の賛成を必要とするものとする。 

 

５～12 －略－ 

正大な市政の維持及び発展に努めるとともに、誇り

と自信をもって市政を担いつつ、説明責任を果たし

ていくことが必要である。 

ここに、議員と市民との信頼関係の確立に向けこ

の条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、大津市議会議員（以下「議

員」という。）が、市民全体の代表者として、

また市民全体の奉仕者として、議員活動を行う

際に遵守すべき政治倫理に関する基本となる事

項について定めることにより、議員が市民から

信頼を得る基盤を作り、公正で民主的な市政の

発展に寄与することを目的とする。 

（審査の請求） 

第４条 －略－ 

２ －略－ 

３ 第１項の規定による審査の請求は、当該請求に

係る行為のあった日から起算して１年以内に行わ

れなければならない。ただし、特別な事情がある

と認められるときは、この限りでない。 

（審査会の設置等） 

第５条 －略－ 

２ －略－ 

３ 議長は、第１項の規定により審査会を設置した

ときは、速やかに前条の規定により審査の請求を

行った者（以下「審査請求者」という。）及び審

査の対象となった議員（以下「審査対象議員」と

いう。）に対し、その旨を通知するものとする。 

４～11 －略－ 

（審査会の運営） 

第６条 －略－ 

２及び３ －略－ 

４ 審査会は、第３条の規定に違反する行為があっ

たと認められる審査対象議員について、議員辞職

の勧告、役職辞任の勧告、文書による警告又は一

定期間の出席自粛の勧告のいずれかの措置を講ず

るよう求める旨の決定をしようとするときは、出

席委員の３分の２以上の賛成を必要とするものと

する。 

５～12 －略－ 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


